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中期経営計画は、「重点政策」「行政経営改革プラン」「財政見通し」の３つから構成されています

　重 点 政 策重　点　政　策

戦略目標１　市民協働のまちの創造

　重点施策１－３ 　重点施策１－２　重点施策１－１

ＮＰＯ・大学・事業者との 
協働を推進します

市民・地域との協働を推進しますコミュニティ活動を活発にします

【重点事業】大学と地域の連携推進、新しい地域通

貨制度導入　など

【達成目標】ＮＰＯ・大学・事業者との協働事業数

の増加

【重点事業】地域防犯活動支援、地域コミュニティ

バス運行、街づくり推進　など

【達成目標】市民との協働事業数の増加

【重点事業】町内会・自治会支援、コミュニティ協

働活動支援、地域情報の発信　など

【達成目標】地域活動に参加している市民の割合 

２００５年度：３８．３％　⇒　２０１１年度：４５％

戦略目標２　環境先進都市の創造

　重点施策２－３　重点施策２－２ 　重点施策２－１

環境リスクを低減しますエネルギーを有効活用しますごみゼロのまちをつくります

【重点事業】清掃施設整備、下水処理施設整備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

【達成目標】ダイオキシン排出量を１０％削減

【重点事業】焼却廃熱利用、自然エネルギー活用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

【達成目標】二酸化炭素排出量を１０％削減

【重点事業】再資源化推進、 剪 定枝資源化施設整

せん

備、リサイクルプラザ整備

【達成目標】再資源化率 

　２００５年度：２５％　⇒　２０１１年度：５０％

　重点施策２－６　重点施策２－５ 　重点施策２－４

災害に強いまちをつくりますすぐれた景観の街をつくります農と緑と水のまちをつくります

【重点事業】総合治水対策、雨水管整備、耐震化推

進　など

【達成目標】避難所耐震化率 

２００５年度：７１．６％　⇒　２００７年８月に明示

【重点事業】無電柱化推進、景観計画策定、景観の

街づくり支援

【達成目標】景観に好感が持てると感じる市民の割

合の増加

【重点事業】公園・緑地整備、農の担い手支援、地

産地消推進、北部丘陵整備　など

【達成目標】市域に占める緑量の割合 

２００５年度：２９％　⇒　２０１１年度：３１％

戦略目標３　子育て・保健福祉のまちの創造

　重点施策３－３　重点施策３－２ 　重点施策３－１ 

多様な体験ができる
機会を充実します

子育て家族を支えます
保育所の入所待機児童を 

解消します
【重点事業】子ども体験事業、子ども施設整備

【達成目標】施設利用者数の増加

【重点事業】在宅の子育て支援、児童虐待防止、学

童保育クラブ整備　など

【達成目標】専門的な子育てのアドバイスを受ける

ことができた保護者の割合の増加

【重点事業】保育園整備、幼稚園児預かり事業、認

可外保育施設運営支援

【達成目標】保育所待機児童数 

２００６年４月：１７１人　⇒　２００９年４月：０人

　重点施策３－６　重点施策３－５　重点施策３－４ 

健康づくりを推進します
発達段階に応じた 
教育環境を整備します

能力を養う機会を充実します

【重点事業】健康教育、市民スポーツ振興、介護予

防、保健所政令市移行事務　など

【達成目標】健康づくりに取り組んでいる市民の割

合の増加

【重点事業】特別支援教室整備、障がい学級整備

【達成目標】対象生徒のうち発達段階に応じた教育

環境を利用できる生徒の割合の増加

【重点事業】小中一貫教育推進、国際理解教育推

進、ＩＴ活用教育　など

【達成目標】充実した学校教育を受けさせることが

できると感じる保護者の割合の増加

　重点施策３－９ 　重点施策３－８ 　重点施策３－７

高齢者や障がい者への 
支援サービスを充実します

高齢者や障がい者の 
権利を守ります

障がい者の社会参加を支えます

【重点事業】福祉輸送サービス、老人福祉施設整備

【達成目標】要介護３以上の特別養護老人ホーム待

機者数 

　２００５年度：１０６０人　⇒　２０１１年度：１００人

【重点事業】成年後見制度、在宅相談サービス、福

祉サービス第三者評価

【達成目標】後見制度推進機関の利用者数 

２００５年度：３１０人　⇒　２０１１年度：４６０人

【重点事業】障がい者就労支援、障がい者短期入所

【達成目標】一般就労障がい者人数 

　２００５年度：１０人　⇒　２０１１年度：６０人

戦略目標４　商業・文化芸術都市の創造

　重点施策４－３　重点施策４－２ 　重点施策４－１

スポーツや文化・芸術に 
触れる機会を提供します

『町田』の都市ブランドを 
高めます

産業の活性化を進めます

【重点事業】アーティスト活動支援、プロスポーツ

チーム誘致、多摩国体誘致　など

【達成目標】スポーツイベント有料来場者数の増加

【重点事業】観光コンベンション振興、中心市街地

活性化　など

【達成目標】中心市街地来街者数 

２００５年度：６３９万人　⇒　２０１１年度：増加

【重点事業】地域活性化検討、中心市街地商店街モ

ール整備、商工業活性化支援　など

【達成目標】商業の年間販売額 

２００２年度：６９０億円　⇒　２０１１年度：増加

行政経営改革プラン　行政経営改革プラン

　　　　　　　　基本方針１　透明性の高い行政運営を実現します！ 　　　　　　　

監理団体の適正化管理 ･監督機能の充実市民との情報の共有化

・外郭団体（１１団体）の見直し 

　（任意団体の法人化：２団体）

・外部監査結果に基づく改善の実施 

　　　　　　　　　　　　（１００％） 

・情報セキュリティ事故ゼロ

・地域ミニ市政懇談会の拡大 

　　　　（年４回⇒１０回） 

・市民活動のフリーマガジン（情報誌）の発行 

　　　　（年６回、１３万部発行）

　　基本方針２　効率的・効果的に市民ニーズに応えられる行政運営を実現します！ 　

市民の視点に立ったサービスの向上供給手法・主体の最適化

・税金等のコンビニエンスストア納付の拡大 

　　　　　　　　　　（１科目⇒４科目） 

・「さわやか窓口」拡大（１箇所⇒１０箇所） 

・病院機能評価認定取得（２００７年度）

・公立保育園の民営化（２園） 

・ごみ収集業務の委託化 

　　（不燃ごみ収集委託化：１００％） 

　　（可燃ごみ収集委託化：６３％）

　　　　　　　　　基本方針３　人と組織の能力の向上を進めます！ 　　　　　　　

人材の育成と活用人事給与制度の見直し組織経営機能の強化

・人材育成方針に基づく職員研修体系の再構築 

・課長級職員の民間からの公募（２００８年度採用）

・人事考課制度の実施（２００８年度） 

・諸手当の見直し（年間２，０００万円削減）

・職員数適正化（正規職員２９６人減） 

・市民病院の地方公営企業法の全部適用

　　　　　　　　　　基本方針４　持続可能な財政を確立します！ 　　　　　　　　

資産管理の適正化コストの抑制と歳入の確保財政運営の最適化

・施設の計画的維持管理

　（市有建築物、道路、下水道）

・コンピュータシステム経費の削減 

　　　　　　　　　　（年間１億円削減） 

・広告料収入の増加（年間３００万円）

・経常収支比率：８７．５％⇒８３％ 

・財政調整基金積立額：４９．２億円⇒７０億円 

・インセンティブ予算制度の充実

○ 歳 入・歳 出 見 通 し　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　※単位はすべて百万円です。

５か年合計

２０１１年度

（平成２３年度）

２０１０年度

（平成２２年度）

２００９年度

（平成２１年度）

２００８年度

（平成２０年度）

２００７年度

（平成１９年度）

　

４２５，２５０８４，５８０８４，４１０８４，７１０８４，７６０８６，７９０歳入（一般財源）

３４８，３９４７０，５３０７０，０６０６９，４００６９，７５０６８，６５４市税

７６，８５６１４，０５０１４，３５０１５，３１０１５，０１０１８，１３６その他

４３０，２５０８４，９００８４，５８０８７，０７０８６，９１０８６，７９０歳出（一般財源）

１８３，４０７３６，０１０３５，８９０３６，７８０３７，１２０３７，６０７義務的経費

１０３，５４６２０，０６０２０，３７０２０，９７０２０，７８０２１，３６６人件費

　

　

１３，３９７２，３３０２，５９８２，９７２２，６３７２，８６０

うち退職手当

（定年退職者分）

４４，４２８９，５４０９，２２０８，９１０８，６００８，１５８扶助費

３５，４３３６，４１０６，３００６，９００７，７４０８，０８３公債費

２４６，８４３４８，８９０４８，６９０５０，２９０４９，７９０４９，１８３その他の経費

　人件費：定員管理計画による職員数の減に伴い、減少していく見込です（定年退職者数のピークは２００９年度）。

　扶助費：少子高齢化などの影響により、増加していく見込です（児童手当費、自立支援給付費、生活保護費等）。

　公債費：過去に発行した高い金利の市債が返し終わること、また金利の低いものへ借り換えること等により、減少していく見込です。

▲５，０００▲３２０▲１７０▲２，３６０▲２，１５００収支不足額（歳入－歳出）

○２００８～２０１１年度（平成２０～２３年度）の収支不足額への対応
８００市税徴収率向上による増収見込額

３，８００経常事業費（その他の経費の一部）の縮減見込額

４００人件費の縮減（時間外手当の圧縮・特殊勤務手当の見直し）見込額

財 政 見 通 し財 政 見 通 し


